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第3次男女共同参画基本計画
第9分野女性に対するあらゆる暴力の根絶

３ 性犯罪への対策の推進

ア 性犯罪への厳正な対処等

⑤ 各種の性犯罪への対応（犯罪予防及び適切な対応）

○医師等に対する行政処分

○医療機関に関する苦情対応窓口として、都道府県等に医療安全
支援センターを設置

○障害福祉サービス事業所等の従事者等に対する研修

取組内容

教育・研究・医療・社会福祉施設・スポーツ分野における
指導的立場の者等による性犯罪等の発生を防止するための
効果的な対策やこれらの者等に対する啓発を強化する。



３ 性犯罪への対策の推進
イ 被害者への支援・配慮等

① ワンストップ支援センター設置促進
④ 診断・治療等に関する支援
⑦ 専門家の養成、関係者等の連携等

○「性犯罪被害者ワンストップ支援センターの開設・運営の手引き」
作成への協力

○「チーム医療推進会議」において「チーム医療推進のための基本的な
考え方と実践的事例集」を取りまとめ、暴力被害者支援に取り組んで
いる実践的な事例を紹介

○助産師の卒業時到達目標に「DV（性暴力等）の予防と被害者相談への
対応、支援を行う」こと等を設定

○性暴力・DV被害者等を含めたPTSD対策研修事業を実施
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４ 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

ア 子供に対する性的な暴力被害の防止、相談・支援等

① 関係機関の連携等による虐待の早期発見等

② 被害を受けた子供に対する相談・ 支援等

○児童相談所職員等を対象にした研修の実施

○児童相談所と婦人相談所の連携

○性的虐待を受けた児童の早期発見と適切な対応に関する研究の実施、
報告書の児童相談所等への提供

○児童養護施設等に心理療法担当職員を配置し、遊戯療法やカウンセリン
グ等の心理療法を実施
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